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東南アジア主要国のスタートアップ促進策
―スタートアップ・エコシステム形成に向けた動き―

要　旨

調査部
上席主任研究員　岩崎 薫里

１． 近年、東南アジア主要国ではスタートアップの促進策が相次いで打ち出されている。
シンガポール政府は2000年代半ばにいち早く促進策を講じ始め、それがスタート
アップの活発な立ち上げと集積をもたらし、スタートアップのエコシステムの形
成につながった。この成功を目の当たりにして、ほかの主要国政府も自国内での
スタートアップ・エコシステム形成に向けて促進策に乗り出している。

２．スタートアップ・エコシステム形成の目的は、各国の事情によって異なる。シン
ガポールは、世界経済におけるフロントランナーとして産業の高度化を進める必
要があり、そのためにスタートアップを活用しようとしている。マレーシアと
タイは、「中所得国の罠」を脱して高所得国入りするためにイノベーションの必要
性を認識し、その創出主体としてスタートアップに着目している。一方、インド
ネシアとフィリピンは、山積する社会的課題の解決にスタートアップが寄与可能
として期待を寄せている。ベトナムも社会的課題を多く抱えるものの、政府がス
タートアップの促進に乗り出しているのは、それよりも民間企業部門を強化する
ためである。

３．各国が採用している主なスタートアップ促進策は、①スタートアップへの金融支援、
②スタートアップ・コミュニティの構築支援、③スタートアップへの国民の理解
向上と立ち上げ希望者の増加に向けた啓蒙活動、④スタートアップがIPOを実施し
やすくするための新興企業向け株式市場の整備、の４つである。

４．世界のスタートアップ・エコシステムを見渡すと、政策が契機となって形成され
た例は珍しくない。シンガポール以外の東南アジア主要国では、政策を待たずに
スタートアップの立ち上げがすでに自発的に生じている。そこへ政策面からの支
援が加われば、立ち上げ機運が一段と盛り上がるとともに、そのなかから成功す
るところが出現する一方で、ベンチャーキャピタルなど周辺機能も発達し、ひい
てはエコシステムが形成される可能性は十分考えられる。そうなると、東南アジ
アには単なる生産拠点や消費市場にとどまらない、イノベーション創出の場とし
ての新たな顔が加わることが期待出来よう。
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はじめに

シンガポールでは、東南アジアにおけるビ
ジネスハブや国際金融センターとしての地位
がすでに世界的に定着しているが、最近に
なって、東南アジアのスタートアップの中心
地としても認知されるようになっている。そ
れには、シンガポール政府が2000年代半ば頃
から進めてきたスタートアップ促進策が大き
く寄与している。シンガポールの成功を目の
当たりにして、東南アジアのほかの主要国も
ここにきてスタートアップの促進に乗り出し
ている。タイではスタートアップを「新しい
経済戦士」と呼ぶなど、各国政府ともスター
トアップに大きな期待を寄せ、また、マレー
シアは「アジアにおけるスタートアップの首
都」、ベトナムは「スタートアップ国家」と
なることを目指すなど、野心的な目標を掲げ
ている。
東南アジア主要国政府は、何を目的にス
タートアップ促進策を講じているのか。促進
策の具体的な中身はどのようなものか。抱え
る課題は何か。本稿ではこのような問題意識
のもと、シンガポール、マレーシア、タイ、
インドネシア、フィリピン、ベトナムの６カ
国に焦点を絞って、スタートアップ促進策に
ついて整理することとしたい。
本稿では、東南アジア主要６カ国全体の動
きを追う。１．で東南アジア主要国における
スタートアップ促進策の狙いがスタートアッ
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プ・エコシステムの形成であること、それに
よって各国が抱える課題の解消に役立てたい
こと、について述べる。２．で促進策の主な
内容を紹介したうえで、３．において、スター
トアップ・エコシステムを形成・定着させる
ための課題とそれを克服した後の姿を展望す
る。そのうえで、４．で６カ国それぞれのス
タートアップ促進策についてまとめる。

１．�スタートアップ促進策の狙い

（1）�スタートアップ・エコシステム形成が
目標

近年、東南アジアでスタートアップ（注１）
の立ち上げが活発化している。ビジネス環境
が極めて良好なシンガポールはもとより、決
して良好とはいえないフィリピンやベトナム
でも相次いで立ち上がっている（図表１）。
それを映じて、2012年に３億米ドルであった
東南アジアにおけるベンチャーキャピタル
（VC）の投資額は、2016年には26億米ドルと
９倍近くに拡大した（図表２）。ちなみに、
2016年の日本でのVC投資額は８億米ドルで
あった。
この背景として各国に共通するのは、イン

ターネットとスマートフォンが急速に普及す
るもとで、そこに新たなビジネス・チャンス
を見出す起業家が増えていることであ
る（注２）。シンガポールではそれに加えて

政策面での後押しも無視出来ない。シンガ
ポール政府は2000年代半ば頃から東南アジア
地域のなかでいち早くスタートアップの促進
に乗り出しており、その効果がここにきて顕
在化している。一方、それ以外の国でもスター
トアップが自然発生的に立ち上がるもとで、
それを政策的に後押しするために、促進策が
相次いで打ち出されている。
東南アジアでのスタートアップの立ち上げ
ブームは、それまで目立った動きがほとんど
存在しなかったことを踏まえると画期的であ
る。もっとも、歴史が極めて浅いこともあり、
同地域のスタートアップの数は世界的にみて
依然として少なく、ましてや大きく成長する
に至ったスタートアップはごくわずかにすぎ
ない。そうしたなか、各国政府は促進策を通
じてスタートアップの立ち上げブームを一過
性のものにとどめず定着させることで、ス
タートアップのエコシステム（生態系）が自
国内に形成されることを目指している。
スタートアップは単発であればどこででも
創出され得る。しかし、多くのスタートアッ
プが継続的に創出され、そのなかから大きく
成長するところが出現する地域は限られる。
そのような地域に共通するのは、①スタート
アップの製品・サービスを購入する顧客が存
在し、そこに②スタートアップを立ち上げた
い人材に加えて、VCをはじめスタートアッ
プをサポートする多様な人材、組織、制度が
周辺に手厚く存在し、さらに③失敗やリスク
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の許容、起業家に対する高い社会的評価、独
創性や実験の奨励など社会からの支援が得ら
れる点である。これらが揃うと、スタートアッ
プのエコシステム形成の基盤が整うことにな
る（図表３）。
自然界のエコシステムが自律的・持続的で

自己制御が働くのと同様に、スタートアップ

のエコシステムが十分に発展した地域では、
スタートアップは自律的・持続的に創出され、
そのなかから有望なところとそうでないとこ
ろの振り分けが自己制御的に行われる。有望
なスタートアップは順調に成長する一方、そ
うでないところは市場から退出させられるこ
とで、人材を含む資源の有効利用が地域内で

企業名 設立国 設立年 業種 事業展開国 備考

2C2P タイ 2003年 決済サービス
シンガポール、マレーシア、
タイ、インドネシア、フィリピン、
カンボジア、ミャンマー、香港

現在、シンガポールに本社。クレジットカード
決済処理、現金収納代行、プリペイドカード提
供などを展開。創業者のAung Kyaw Moe氏は
ミャンマー出身。

VNG ベトナム 2004年 ゲーム、SNS ベトナム
ベトナムのインターネット･コンテンツ企業
トップ。ベトナム初のユニコーン。2016年、ベ
トナムのAmazonと呼ばれるTikiの発行済株式
38％を取得。

Sea シンガポール 2009年 ゲーム
シンガポール、マレーシア、
タイ、インドネシア、フィリピン、
ベトナム、台湾、ロシア

東南アジアにおけるウェブおよびモバイル・プ
ラットフォーム大手。創業者Forrest Li氏は中国
出身。2017年５月、Garenaから社名変更。

Tokopedia インドネシア 2009年 C2Cマーケット
プレイス インドネシア

インドネシア最大級のECサイトに成長。創業
者（William Tanuwijaya氏）は大学の学費調達
のために働いていたネットカフェでデジタル･
スキル習得。

Coc Coc ベトナム 2010年 ブラウザ検索
エンジン ベトナム

ベトナムに特化したブラウザ検索エンジンによ
り、国内でGoogle Chromeに次ぐシェア第２位
を確保。

Go-Jek インドネシア 2010年 配車 インドネシア
当初はコールセンター経由のバイクタクシー配
車。2015年に携帯アプリ導入。現在は宅配サー
ビス等多様なサービスを提供。

Grab マレーシア 2011年 配車
シンガポール、マレーシア、
タイ、インドネシア、フィリピン、
ベトナム

現在、シンガポールに本社。タクシー
（GrabTaxi）、オートバイ･タクシー（GrabBike）、
自家用車（GrabCar）の配車などを展開。

Lazada シンガポール 2011年
Ｅコマースの
プラット
フォーム

シンガポール、マレーシア、
タイ、インドネシア、フィリピン、
ベトナム

ドイツのインキュベーターRocket Internetによっ
て設立。2016年、中国のAlibabaが10億ドルで経
営権取得。

Traveloka インドネシア 2012年 旅行予約
サイト

シンガポール、マレーシア、
タイ、インドネシア、フィリピン、
ベトナム

インドネシアでの出張・旅行ブームに乗って急
成長。共同創業者３名は起業のためアメリカか
ら帰国。

Kalibrr フィリピン 2012年 人材マッチング
・サイト フィリピン

フィリピンで生じている雇用のミスマッチに着
目し、人材のマッチングのプラットフォームを
提供。スキル不足の人材には訓練も。

Kudo インドネシア 2014年 O2Oコマース インドネシア
銀行口座を持たない消費者が、エージェントを
通じてＥコマースでショッピングが可能になる
サービスを提供。2017年、Grabが買収。

（資料）各社ウェブサイト、報道記事などを基に日本総合研究所作成

図表１　東南アジアの主なスタートアップ
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確保される。また、成長したスタートアップ
が株式公開（IPO）や合併・買収（M&A）に

よってエグジット（注３）した場合には、創
業者は別の新たなスタートアップを立ち上げ
たり、投資家となってスタートアップに投資
したり、経験の浅い創業者のメンター（助言
者）になったりする。一方、成功した創業者
に触発されて、自分もスタートアップを立ち
上げたいと考える創業希望者が増える。こう
した一連の営みがスタートアップの創出・成
長を促進し、エコシステムの一層の拡充へと
つながっていく。
シンガポールではすでにスタートアップの
エコシステムが形成されているといってもよ
い。Startup Genomeによるスタートアップ・
エコシステムの都市別ランキング（2017年
版）（注４）において、シンガポールは都市
別では12位、国別では７位であった（図表４）。
一方、その他の東南アジア各国政府が促進策（資料） Tech in Asia、一般財団法人ベンチャーエンタープラ

イズセンター

（資料）日本総合研究所作成

図表２　 ベンチャーキャピタルの 
東南アジア・日本での投資額

図表３　スタートアップのエコシステム例
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に期待しているのは、スタートアップのエコ
システムをジャンプ・スタートすることであ
る。すなわち、促進策を通じてスタートアッ
プの立ち上げ・成長を意図的に促し、周辺組
織を呼び込むとともに創業希望者を増やし、
スタートアップの自律的・持続的な創出につ
なげていくことが企図されている。

（2）�デジタル・イノベーション創出に期待

東南アジア各国政府は、自国内にスタート
アップ・エコシステムを形成することで何を
達成したいのか。

この点について、現在、東南アジアに限ら
ずスタートアップの促進策を講じる国にほぼ
共通するのは、デジタル技術をテコとしたイ
ノベーション、すなわちデジタル・イノベー
ションの創出である。
スタートアップは革新的な技術やアイデア
をベースとする事業で急成長し、社会を良い
方向に変革することを目指すという点で、イ
ノベーションを創出する重要な主体の一つで
ある。未開拓分野を切り拓く以上、ハイリス
クは免れないものの、順調に成長すれば新し
い市場や雇用の創出にも寄与する。このため、
スタートアップの立ち上げ・成長が活発であ
ると経済が活性化し、経済全体の成長力が高
まることが期待されている。そして、現在の
イノベーションはデジタル技術抜きには考え
づらい。スタートアップの多くは最新のデジ
タル技術を駆使してイノベーションを引き起
こそうとしている。
従来、スタートアップの立ち上げは先進国
の、しかもアメリカのシリコンバレーといっ
た一部の地域に集中していた。ところが、近
年ではスタートアップが世界的に立ち上げや
すくなり、新興国にもその動きが広がってい
る。これは、デジタル技術をベースとする事
業が、技術の蓄積や裾野産業をさほど必要と
せず、また、比較的低コストで行える領域が
多い（注５）、などの理由による。さらに、
グローバル化、およびインターネットやソー
シャル・ネットワーク・サービス（SNS）の

（資料） Startup Genome, “Global Startup Ecosystem Report 
2017,” March 2017

図表４　 世界のスタートアップ・エコシステム・
ランキング（2017年）

順位 都市・地域名 国名
１ シリコンバレー アメリカ
２ ニューヨーク アメリカ
３ ロンドン イギリス
４ 北京 中国
５ ボストン アメリカ
６ テルアビブ イスラエル
７ ベルリン ドイツ
８ 上海 中国
９ ロサンゼルス アメリカ
10 シアトル アメリカ
11 パリ フランス
12 シンガポール シンガポール
13 オースチン アメリカ
14 ストックホルム スウェーデン
15 バンクーバー カナダ
16 トロント カナダ
17 シドニー オーストラリア
18 シカゴ アメリカ
19 アムステルダム オランダ
20 バンガロール インド
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普及に伴い、スタートアップに関する情報の
偏在性が解消され、世界のどこにいてもス
タートアップ立ち上げの成功モデルや創業者
の体験談などにアクセス可能となった点も、
起業希望者の裾野の広がりに寄与したと考え
られる。
それもあって、現在、世界中でスタートアッ

プのエコシステムが形成されている。前述の
Startup Genomeによるスタートアップ・エコ
システムの都市別ランキングをみても、トッ
プ20にはアメリカ国内だけでもシリコンバ
レーのほかニューヨーク、ボストン、ロサン
ゼルスなど７都市が含まれている（前掲
図表４）。また、ロンドン、ベルリン、バンクー
バー、シドニーなどアメリカ以外の国の都市、
さらには先進国だけでなく、北京、上海、シ
ンガポール、バンガロール（ベンガルール）
などの新興国の都市もランクインしている。

こうしたなか、東南アジア各国政府も、従
来は無縁と考えていた自国でのスタートアッ
プのエコシステム創出が実現可能と判断する
ようになり、スタートアップの促進に乗り出
したと推測される。

（3）�スタートアップへの期待は各国で異なる

東南アジア各国政府のスタートアップ促進
策において特筆すべきは、各国の事情に応じ
てデジタル・イノベーションの創出主体であ
るスタートアップへの期待が異なる点であ
る（図表５）。
シンガポールでは、産業の高度化を実現す
るツールとしてスタートアップを活用したい
と考えている。すでに高所得国となっている
同国は、世界経済のフロントランナーとして
自らイノベーションを引き起こして産業を高
度化し、経済発展の道を切り拓いていく必要

（資料）各国政府資料、各種報道などを基に日本総合研究所作成

図表５　東南アジア主要国のスタートアップ促進策の狙い

狙い 備考

シンガポール 産業高度化 “Smart Nation”（知識・イノベーション集約型経済）実現の一環。

マレーシア 中所得国の罠からの脱出 2020年までに高所得国入りするために、民間部門を強化する一
環。

タイ 中所得国の罠からの脱出 スタートアップを “Thailand 4.0” 実現に向けたエンジンに位置
づけ。

インドネシア 社会的課題の解決
2020年までに1,000のテック系起業家により合計100億米ドル規
模のスタートアップが創出される “The Digital Energy of Asia”
を目指す。

フィリピン 社会的課題の解決 スタートアップの数を2015年の100社から2020年に500社への拡
大を目指す。

ベトナム 民間企業部門の強化 市場経済へ移行し2020年までに近代的な工業国入りを実現する
一環。“Startup Nation” を目指す。
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がある。そこで同国は、知識・イノベーショ
ン集約型経済として “Smart Nation” を目指
す方針を打ち出し、そのけん引役の１つにス
タートアップを位置づけている。
一方、マレーシアとタイがスタートアップ

促進策を講じているのは、「中所得国の罠」
を脱して高所得国入りするためである。「中
所得国の罠」とは、中所得国入りを果たした
後に成長率が鈍化し、容易に高所得国入り出
来ない現象である。それを克服する一つの有
力な方策が生産性を引き上げることであり、
これは教育の拡充による人的資本の強化、電
力・道路・通信回線といったインフラの整備
などとともに、イノベーションの創出によっ
て実現可能である。そして、イノベーション
創出の主体として両国政府が着目したのが、
スタートアップである。
インドネシアとフィリピンでは、社会的課

題の解決のためにスタートアップに期待が寄
せられている。両国とも、諸インフラ、健康・
衛生、所得・富の格差、金融、教育などの面
で深刻な課題を抱えており、今後も持続的な
経済成長を続けるためにはそれらの解決が不
可欠となっている。両国政府は、社会的課題
の解決には最新のデジタル技術の活用が有効
であると認識し、その担い手の１つとしてス
タートアップに着目している。
ベトナムも社会的課題が山積しているもの

の、政府がスタートアップの促進策に乗り出
しているのは、社会的課題を解決するよりも、

むしろ民間企業部門を強化するためと見受け
られる。社会主義国であるベトナムでは依然
として国有企業の影響力が大きく、民間企業
の脆弱性という問題を抱えている。今後も順
調に経済発展の階段を上り続けるためには、
国有企業改革と合わせて民間企業を強化する
必要があるとベトナム政府は認識している。
そして、民間企業の数を増やすとともにその
質を高めることを主眼に、イノベーティブな
スタートアップの創出を求めていると推測さ
れる。

（注１） スタートアップに明確な定義はないものの、しばしば引用
されるのが、著名な起業家で投資家・メンターのPaul 
Graham氏による「急成長することを企図した企業（a 
company designed to grow fast）」（Paul Grahamウェブ
サイト、http://www.paulgraham.com/growth.html）であ
り、本稿でもそれに従うこととする。スタートアップは急成
長を企図する結果として、①社歴が浅い、②デジタル
技術を駆使、③エクイティ・ファイナンスを実施、などの
特長を有するところが多い。なお、日本では「ベンチャー
企業」という和製英語で呼ばれることが多い。

（注２） 東南アジアにおけるスタートアップの動向については、
岩崎薫里［2016a］を参照のこと。

（注３） 投資家やベンチャーキャピタル（VC）が投資した資金
を回収し利益を得ること。エグジットの形態としては、
IPOによる株式市場での株式売却、およびM&Aによる
株式譲渡がメイン。

（注４） Startup Genome, “Global Startup Ecosystem Report 
2017,” March 2017。「アーリーステージのスタートアップ
が世界的に成功する確率が高いか否か」という観点か
らのランキング。28カ国の55の地域が調査対象。なお、
日本は対象に含まれていない。

（注５） デジタル技術関連業種では、事務所、設備、仕入れな
どの必要コストを低く抑え、極端な例ではパソコン１台で
起業することが可能な事業領域が増えている。開発コ
ストはクラウド・コンピューティング、無償ソフトウェア、３D
プリンターなどを利用すれば抑制出来、検索エンジンや
ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）を活用すれ
ば多額の広告宣伝費を費やすことなく顧客に迅速にア
クセス出来る。
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２．�スタートアップ促進策の概要

（1）�主な促進策は４つ

東南アジア各国が採用している主なスター
トアップ促進策は、（a）スタートアップへの
金融支援、（b）スタートアップ・コミュニティ
の構築支援、（c）啓蒙活動、（d）新興企業向
け株式市場の整備、の４つに整理出来る。そ
れぞれについて以下でみていく。

（a）スタートアップへの金融支援

スタートアップへの金融支援は、助成金、
信用保証、支援ファンドなどの形が多い。シ
ンガポールでは、初めて起業する者への助成
金制度（Startup SG Founder）や、特許技術の
迅速な商業化を促すための助成金制度
（Startup SG Tech）が導入されている。マレー
シアでは、2017年予算のなかでスタートアッ
プ向けの信用保証に２億リンギット（約4,700

万米ドル（注６））を充当することが織り込
まれた。一方、タイ政府は2016年４月、スター
トアップ支援のために200億バーツ（約5.9億
米ドル）のファンドを設立することを表明し、
その金額の大きさ（注７）から発表当時、大
きな話題となった。ベトナムでも１兆ドン（約
4,400万米ドル）規模の同様のファンドの設
立が表明され（2016年）、また、フィリピンで
は10億ペソ（約2,000万米ドル）のファンド設
立を織り込んだ法案が議会で審議中である。

（b）�スタートアップ・コミュニティの構築

支援

スタートアップ・コミュニティの構築支援
は、比較的低コストで実施出来るわりに大き
な効果を得られるため、各国政府とも力を入
れている。典型的なのがコワーキング・スペー
スなどのスタートアップ向け施設の設立であ
り、スタートアップに仕事場を安価な賃料で
提供するとともに、そこでインキュベータ・
プログラム（注８）、アクセラレータ・プロ
グラム（注９）、ピッチ・イベント（注10）、ハッ
カソン（注11）、各種セミナーなどを開催し
ている。それによってスタートアップの事業
のブラッシュアップと成長を後押しするとと
もに、スタートアップ同士の交流や、スター
トアップとVCなど周辺組織との交流を促そ
うとしている。最終的には、コワーキング・
スペースを核にスタートアップ・コミュニ
ティが構築され、スタートアップのエコシス
テムが始動することが期待されている。

2011年にシンガポール政府主導で設立され
たインキュベーション施設 “Plug-in Block 71”
（Blk 71）はすでにシンガポールにおけるス
タートアップの中心地との評価が定着してい
る（注12）。マレーシアのMalaysian Global 

Innovation and Creativity Center（MaGIC）も、
2014年の設立から日が浅いものの、コワーキ
ング・スペースが提供されるとともに、アク
セラレータ・プログラムや多岐にわたるセミ
ナーが開催され、当初目標通り、スタートアッ
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プのためのワンストップ・ショップの様相を
呈しつつある。なお、マレーシアではそのほ
かにも、デジタルエコノミー公社（MDEC）
によってスタートアップ向けコワーキング・
スペース “Malaysia Digital Hub” が設立され
ている（2017年）。タイ、インドネシア、フィ
リピン、ベトナムの政府が同様の施設の設立
に動いているのは、こうした成功例に触発さ
れてのことと推測される。

（c）�啓蒙活動

スタートアップの啓蒙活動は、スタート

アップ・コミュニティの構築支援と同様に、
各国で活発に行われている。東南アジアでは、
スタートアップを立ち上げる動きが始まって
から日が浅いこともあり、スタートアップや
その起業家が社会的に十分認知されていると
はいえない。起業意識を調査した “Global 

Entrepreneurship Monitor”（注13）をみると、
とりわけシンガポール、マレーシアは「起業
経験者」「起業機会の認識」「起業家への評価」
をはじめ多くの項目で相対的に低い結果と
なっている（図表６）。
若者の間でスタートアップ起業家に憧れ、

（注１） 18～64歳を対象。 
起業活動中の者：起業しようとしている人および新規ビジネスのオーナー・経営者の割合。 
なお、GEMではこの割合を総合起業活動指数（Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, TEA）と呼んでいる。 
起業経験者：すでに確立している企業のオーナー・経営者の割合。 
起業機会の認識：「今後６カ月以内に自分が住む地域に起業に有利なチャンスが訪れると思う」に「はい」と回答した人の
割合。 
経営能力・スキル：「新しいビジネスを始めるために必要な知識、能力、経験を持っている」に「はい」と回答した人の割合。 
起業計画あり：「今後３年以内に、一人または複数で自営業・個人事業を含む新しいビジネスを始めることを見込んでいる」
に「はい」と回答した人の割合。 
失敗に対する恐れ：「失敗することに対する恐れがあり、起業を躊躇している」に「はい」と回答した人の割合。 
起業家への評価：「自国では成功した起業家が高い社会的評価を得ている」に「はい」と回答した人の割合。 
職業選択としての起業：「自国では起業するのは好ましい職業選択であると認識されている」に「はい」と回答した人の割合。 
事業機会型／生計確立型：事業機会を追求するための起業（TEA）／必要に迫られての起業（TEA）。倍率。

（注２） 網掛けは日本よりも高い値。太字はアメリカよりも高い値。ただし、「失敗に対する恐れ」のみ、日本／アメリカよりも低
い値。

（資料） Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, “Global Entrepreneurship Monitor”（http://www.
gemconsortium.org/country-profiles）

図表６　起業意識に関する東南アジア主要国の調査結果（Global Enterepreneurship Monitor）
（％、倍）
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起業家へ
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としての
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事業機会
型／生計
確立型

調査年

シンガポール 11.0 2.9 16.7 21.4 9.4 39.4 62.9 51.7 6.2 2014年
マレーシア 4.7 4.7 25.4 28.3 4.9 36.7 50.3 44.1 3.7 2016年
タイ 17.2 27.5 37.7 43.5 22.6 52.1 73.6 73.7 3.5 2016年
インドネシア 14.1 15.3 43.1 55.1 23.2 38.8 79.3 69.0 2.3 2016年
フィリピン 17.2 7.3 53.8 69.0 37.1 36.5 76.2 74.6 1.6 2015年
ベトナム 15.3 22.2 39.4 58.2 18.2 50.1 75.9 67.2 1.8 2014年
＜参考＞日本 3.8 7.2 7.3 12.2 2.5 54.5 55.8 31.0 3.6 2014年
　　　　アメリカ 12.6 9.2 57.3 55.1 11.7 33.3 74.4 63.7 6.4 2016年
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自分でもスタートアップを立ち上げようとの
機運が高まっているものの親の反対で断念す
る、といった話がしばしば聞かれる。シンガ
ポールでは、大学卒業後の進路として、官僚
になるか大手外資系企業に勤務するかが理想
的との認識がいまだ一般的である。また、東
南アジア全般の傾向として、失敗を恐れる姿
勢が強いといわれている。スタートアップは
未開拓分野を切り拓くという実験を行うので
あり、実験に失敗はつきものである。スター
トアップが活発に立ち上がるためには、失敗
を許容するカルチャーを醸成することが何よ
りも重要との指摘がしばしばなされている。
こうしたなか、各国政府は起業希望者を増

やすとともに、起業家やスタートアップに対
する社会的な評価を高め、社会全体でスター
トアップの立ち上げ機運を盛り上げていこう
としている。タイ政府は2016年に４回にわた
りスタートアップ・イベント “Startup Thailand”
を主催し、2017年にも継続して実施している。
フィリピン政府も2015年と2016年にスタート
アップ・イベント “Slingshot” を主催している。
ベトナムでは、2017年４月から「スタートアッ
プ国家（Startup Nation）」と題するテレビ番
組がベトナム国営放送VTVで放映されてい
る。一方、インドネシアのジョコ・ウィドド
大統領が2016年２月にアメリカのシリコンバ
レーを訪問した際に、自国を2020年までに「ア
ジアにおけるデジタルの活力（The Digital 

Energy of Asia）」になることを目指すと発言

しているのも、１つには自国民を鼓舞する狙
いがあると推測される。

（d）�新興企業向け株式市場の創設

東南アジアでは新興企業向け株式市場が未
発達であるため、スタートアップのエグジッ
トとしてM&Aがほとんどを占め、IPOが極端
に少ない。スタートアップがIPOを行いたい
場合は、オーストラリア証券取引所やアメリ
カのNASDAQでの実施を検討するのが一般
的である（注14）。東南アジアの数少ないユ
ニコーン（注15）の一つ、Sea（オンラインゲー
ム、本社シンガポール、2009年設立）（注16）
も、近い将来、アメリカで上場するとの憶測
が流れている（注17）。

M&Aは適切な時期に条件の合う買い手が
出現しなければ成立しないだけに、エグジッ
トをそれのみに依存するのでは投資資金の回
収に不確実性が高くならざるをえない。東南
アジア域内でスタートアップのIPOが難しい
ことが、VCからの投資の抑制要因となって
いる。ハイリスク・ハイリターンのスタート
アップにとって、VCは貴重な資金調達源で
あり、VCの投資環境を整備することはスター
トアップの促進に大きく貢献する。各国政府
は、新興企業向け株式市場を創設することで
スタートアップによるIPOを実施しやすく
し、それを好感してVCからの投資を呼び込
むことを狙っている。
こうしたなか、タイおよびインドネシアで
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は新興企業向け株式市場の創設が計画され、
フィリピンでも検討が始まっている。シンガ
ポール証券取引所も、デュアル・クラス・シェ
ア（注18）の採用を検討するなど新興企業が
IPOを行いやすくするための取り組みを行っ
ている。これは、同株式市場でのIPOが低調
である状況を打破するためであるが、VCか
らの投資を呼び込む効果も期待している。

（2）�促進策は必要か

前項で東南アジア主要各国が講じているス
タートアップ促進策についてみてきたが、そ
もそもスタートアップ・エコシステムの形成
に促進策は必要なのかという根本的な問いに
ついて考えてみたい。結論を先取りすると、
必ずしも必須ではないものの、後押しになる
と判断される。
後述の通り、シンガポールでは手厚い促進

策の弊害が指摘され始めているものの、促進
策がシンガポールにおけるスタートアップ・
エコシステムの形成をジャンプ・スタートさ
せたのは事実である。
世界を見渡しても、政策主導でスタート

アップ・エコシステムが形成された例は珍し
いことではない。例えばイスラエルでは、
1990年代に政府がほぼゼロの状態からスター
トアップの促進に乗り出し、その結果、イス
ラエルはいまやスタートアップ大国として世
界的に認知されるまでになっている（注19）。
チリでも、政府がラテンアメリカにおけるイ

ノベーションとアントレプレナーシップのハ
ブになることを目指し、2010年頃からスター
トアップの促進策を講じた結果、一定の成果
を上げ（注20）、首都サンチャゴは「シリコ
ンバレー」になぞらえて「チリコンバレー」
と呼ばれることもある。
スタートアップのメッカであるシリコンバ
レーでも、アメリカ政府による政策がスター
トアップの促進に直接・間接に寄与してきた。
冷戦時代に軍事関連のR&D予算がシリコン
バレーの新興企業に注ぎ込まれたほか、新興
企業への投資を促進するためにSBIC（Small 

Business Investment Company）プログラムが
導入され（1958年）、1960年代のVCの活性化
に寄与した。1978年にキャピタルゲイン税率
が引き下げられたこと、1979年の法律（従業
員退職所得保障法、ERISA）改正で年金基金
がベンチャーキャピタルに投資しやすくなっ
たこと、もその後のVCの拡大、ひいてはス
タートアップの資金調達環境の向上につな
がった。
ただし、シンガポールでスタートアップの
促進策が即座に立ち上げブームを引き起こし
たわけではない。シンガポール政府がスター
トアップの促進に本格的に取り組み始めたの
は2000年代半ば頃からであるが、立ち上げが
盛り上がったのはここ５年間のことである。
このタイムラグの要因として、促進策の浸透
までに時間を要したことや、2008年のリーマ
ン・ショックとその後の世界不況のマイナス
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影響を受けたこと、に加えて、デジタル技術
を活用したビジネスが盛り上がったのが2010

年代入り後であることが考えられる。この時
期に東南アジアでインターネットとスマート
フォンの普及が一定水準を超え、それらを活
用したビジネスを思い立つ起業家が増え、
VCもそうした動きに着目するなか、促進策
をバネにスタートアップを立ち上げる動きが
一挙に顕在化した、という見方が可能であろ
う。
要すれば、政策と民間の動きが連動するこ

とが、スタートアップ・エコシステムの形成
に重要といえる。促進策は前述の通り、スター
トアップ・エコシステムの形成をジャンプ・
スタートさせることは出来ても、スタート
アップ立ち上げの素地がなければ、いくら充
実した促進策を用意してもそれを活用しよう
という起業家は容易に増えない。イスラエル
も、政策主導でスタートアップのエコシステ
ムが形成されたとはいえ、①周囲を敵対国に
囲まれている緊張感のなかで育まれた国民の
リスク許容度の高さ、②同様に、国防関連の
軍事技術の民間への転用を背景としたハイテ
ク技術力の高さ、③旧ソ連邦崩壊に伴う同地
域からの科学者やエンジニアなどのユダヤ人
の大量流入、などの素地があったからこそ実
現出来た。
この点を踏まえると、シンガポール以外の

東南アジア諸国がこの時期にスタートアップ
の促進に相次いで乗り出しているのはタイミ

ングとして適切といえる。これらの国でス
タートアップの立ち上げが自発的に生じてい
るためである。促進策が着実に実行されるこ
とで、スタートアップの立ち上げ機運が加速
するとともに、立ち上がったスタートアップ
のなかから成功するところが出現し、スター
トアップ・エコシステムの始動につながるこ
とが期待される。

（注６） 本稿での米ドル換算レートは、ベトナム・ドン以外につい
ては2017年７月６日の「Yahoo!Japanファイナンス」発表
値を使用。ベトナム・ドンについては同日の「ベトナムナ
ビ」発表値を使用。

（注７） 200億バーツはタイの2016年度国家予算（２兆7,200億
バーツ、約800億米ドル）の約0.7％に相当する。

（注８） 孵卵器（incubator）のように、立ち上がって間もないス
タートアップなどに資金、作業場、経営指導など多岐に
わたる支援を行い、成長を手助けするプログラム。

（注９） アーリーステージのスタートアップの成長を加速させるた
めのプログラム。有望なスタートアップに対して、ビジネス
モデルのブラッシュアップの支援、プロトタイプの構築支
援、メンターシップ、連携先の紹介など、各種支援を行
う。

（注10） スタートアップの創業者が自社の商品・サービスや将来
性について短時間でプレゼンテーションを行う催し。投
資資金や連携先の獲得が主な目的。

（注11） ソフトウェア開発のチームが決められた時間内にサービ
スやアプリケーションを開発し、成果を競い合うイベント。

（注12） Blk71の周辺にはその後、スタートアップを対象とする同
様の施設が相次いで追加され、一連の施設は “JTC 
LaunchPad@one-north”と呼ばれている。

（注13） Global Entrepreneurship Research Association, 
London Business School, “Global Entrepreneurship 
Monitor”（http://www.gemconsortium.org/country-
profiles）

（注14） 最近でも、いずれもシンガポールのスタートアップである
CoAssets（不動産のクラウドファンディング、2013年設
立）はオーストラリア証券取引所（2016年９月）、Anacle
（スマート電力、2006年設立）およびCMON（ゲーム、
2001年設立）は香港証券取引所の新興企業向け
GEM市場（両社とも2016年12月）、SportsHero（スポー
ツの結果予想、2014年設立）はオーストラリア証券取
引所（2017年２月）にそれぞれ上場している。なお、
SportsHeroは、オーストラリアのNevada Iron Limitedと
の逆さ合併（事業規模が大幅に小さい企業を存続会
社とする合併）を通じての上場であった。

（注15） 評価額10億米ドル以上の非上場企業。
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（注16） Seaは2017年５月、Garenaから社名を変更した。
（注17） “Singapore’s Garena picks Goldman Sachs for $1 

billion IPO,” Bloomberg, January 11, 2017 （https://
www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-11/
singapore-s-garena-said-to-pick-goldman-to-lead-1-
billion-ipo）

（注18） 議決権に差がある２種類の株式のこと。金銭的な価値
は同じであるものの、議決権に差があるため、IPO後も
経営権を保持したい創業者等に有利になる一方で、
コーポレート・ガバナンス上の問題がある。

（注19） 例えば、イスラエルの都市テルアビブは前述のStartup 
Genomeによるスタートアップ・エコシステムの都市別ラ
ンキング（2017年版）で６位であった（前掲図表４）。
国別には、アメリカ、イギリス、中国に次ぐ４位である。（
Startup Genome, “Global Startup Ecosystem Report 
2017,” March 2017）。

（注20） サンチャゴはStartup Genomeのスタートアップ・エコシス
テム・ランキング上位20都市にランクインしていないもの
の、中南米のなかでスタートアップ・エコシステム形成に
向けて先頭を走っている。

３．�今後の課題

（1）�シンガポールは民間主導へのバトン
タッチが課題

シンガポールでは、ほかの東南アジア５カ
国と異なり、スタートアップのエコシステム
がすでに形成されているが、シンガポール経
済に根を張ったとは断定し難く、定着・拡充
には課題がある。
まず、スタートアップのうち順調に成長し

ているところはいまだ少ない。シンガポール
国立大学アントレプレナーシップ・センター
が実施した調査（注21）によると、調査対象
となったハイテク分野での新興企業（注22）
530社のうち、十分なキャッシュフローを生
成して持続的な成長を達成し、雇用者数も10

人を上回る「ガゼル」（注23）の割合は8.1％

に相当する43社にとどまった。一方で、売り
上げがゼロの企業は24％、売り上げはあって
もキャッシュフローがマイナスの企業は29％
であった。もっとも、これはシンガポールに
おけるスタートアップの歴史が浅い点を踏ま
えると致し方ない面がある。
それよりも、手厚い促進策が弊害をもたら
している可能性があることのほうを懸念すべ
きかもしれない。具体的には、促進策によっ
て前述したスタートアップ・エコシステムの
自己制御力が弱まり、本来であれば市場から
退出すべきスタートアップが温存されている
恐れである。この点に関し、前述の調査対象
企業530社の64.2％が政府からの支援プログ
ラムを少なくとも１つは受けており、促進策
がスタートアップの間で広く活用されている
ことが示唆される。それもあって、調査を主
導したPoh Kam Wong教授・センター長は、
苦戦しているスタートアップはVCからの資
金に加えて助成金によって生き延びて貴重な
資源を囲い込んでいると述べている（注24）。
また、シンガポールで活動する著名投資家、
Brijesh Pande氏（注25）も、Technology Incubation 

Scheme（TIS、スキームの内容については４．
（1）を参照）のような政府とVCとのマッチ
ング出資の手厚さに誘発された、甘い投資判
断に基づく案件が数多く見受けられる点を指
摘したうえで、政府による支援はなるべく早
く縮小されるべきだと述べている（注26）。
これらの点を踏まえると、シンガポール政
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府の今後の課題は、スタートアップのエコシ
ステムを自己制御力の働くものにすることで
あろう。そのためには、スタートアップへの
金融支援は真に必要とする分野に絞り込み、
あとは人材育成など間接的な支援に注力する
ことで、エコシステムを政策主導から民間主
導へ移行させる必要があり、シンガポール政
府にはそのための難しい舵取りが求められ
る。

（2）�シンガポール以外は計画から実行段
階へ

シンガポール以外の東南アジア主要国で
は、スタートアップを促進する方針が打ち出
され、野心的な目標も掲げられた。マレーシ
ア政府は同国が「アジアにおけるスタート
アップの首都」となることを目指しており、
2017年を「スタートアップと中小企業の促進
年」と位置づけた。タイ政府はスタートアッ
プを「新しい経済戦士」と呼び、長期ビジョ
ン “Thailand 4.0” の実現に向けた主要なエン
ジンの一つに据えた。インドネシア政府は前
述の通り、自国が「アジアにおけるデジタル
の活力」を目指すこと、ベトナム政府は「ス
タートアップ国家」となることを表明してい
る。
留意すべきは、各国政府がこうした野心的

な目標を掲げるにとどまらず、スタートアッ
プ促進策を着実に実行していけるか否かであ
る。この５カ国のなかではマレーシアが先行

し一定の成果も上げているが、ほかの４カ国
に関しては促進策の大枠が提示され、それに
基づくいくつかの具体策が出された、もしく
は具体策の策定に入ったばかりである。
東南アジア諸国に限らずどの国であって
も、政策が計画通り実行されるためには、予
算制約、ほかの優先課題との兼ね合い、人的
資源やノウハウの不足など多岐にわたるハー
ドルを克服していく必要があり、多くの困難
を伴う。トップのコミットメントと実行部隊
の力量が試されるとともに、スタートアップ
およびVCなどの周辺組織をどこまで巻き込
めるか、また、国民の支持をどこまで得られ
るか、が鍵となろう。

（3）�長期的視野に立つことが重要

シンガポール、およびその他の東南アジア
諸国の政府に共通して求められるのは、長期
的視野に立ってスタートアップを育んでいこ
うという姿勢である。その理由として、以下
の３点が指摘出来る。
第１に、東南アジアに限らず、スタートアッ
プ・エコシステムの形成には時間を要する。
当初はスタートアップを初めて立ち上げる起
業家ばかりであり、適切な助言を与えること
の出来るVCやメンターも限られる。アメリ
カでも、スタートアップが初めてVCから資
金を調達してからIPOを実施するまでに8.27

年、買収されるまでに4.67年（いずれも2016

年の中央値）を要する（注27）。そのように
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して起業家がエグジットを経て２社目、３社
目のスタートアップを立ち上げたり、投資家
やメンターの側に回ったりする一方、VCも
投資の経験を蓄積していく。そうした段階を
経てエコシステムが確立していき、スタート
アップが持続的に輩出されるようになる。な
お、著名な起業家・投資家のSaul Klein氏は、
スタートアップのエコシステムが形成される
ま で15 ～ 20年 を 要 す る と 述 べ て い
る（注28）。同様にBrad Feld氏も、「スタート
アップ・コミュニティには20年という時間軸
が必要」と述べている（注29）。 

第２に、東南アジアでは国ごとの分断が顕
著なため、域内で国境を越えた事業展開に
よってスケールを追求するのに時間を要し、
その分、成長スピードが遅くなる可能性があ
る。これは、国内市場が小さく、成長のため
には海外展開が重要なシンガポールやマレー
シアのスタートアップにとりわけ当てはま
る。
東南アジア各国は、経済の発展レベルはも

とより、言語、宗教、歴史、文化などの違い
が大きい。2015年末にASEAN経済共同体
（AEC）が発足したとはいえ、各国が独自の
規制を有することに変わりはなく、6.2億人
の市場は分断されたままである。東南アジア
ではインドネシア以外は一国一国の市場規模
が小さくとも地域全体では大きな市場になる
との議論が聞かれるものの、その大きな市場
を開拓するためには、それぞれの国で異なる

規制対応を求められ、また、市場開拓の手法
も国ごとに変えていく必要がある。一部の国
では規制が不透明であり、それも成長スピー
ドを遅らせる要因となる。そうした国では、
例えば当初は３カ月で認可を取得出来るとい
われたにもかかわらず実際には１年近くか
かったといったケースがしばしば生じてい
る。
第３に、現在のスタートアップの立ち上げ
ブームに早晩、調整が入る可能性がある。現
在、「6.2億人の市場」を擁する東南アジアの
スタートアップへの期待が高まり、VCなど
の投資マネーが世界中から東南アジアに流入
しているものの、２点目の指摘を踏まえると、
その期待は必ずしも現実に即したものではな
い。また、シンガポールでは前述の通り、手
厚い促進策の弊害が顕在化しつつあり、今後、
促進策の縮小を求められる時期が到来すると
見込まれる。それに伴い、促進策によって延
命していたスタートアップが市場からの退出
を強いられる、期待の減退と相まって投資マ
ネーの流入にブレーキがかかる、などが生じ
ることは十分考えられる。このプロセスはス
タートアップ・エコシステムの持続的な成長
のために必要とはいえ、基盤が脆弱なだけに
過剰反応によってスタートアップの立ち上げ
機運が萎むリスクも排除出来ない。
ほかの東南アジア主要国でも、スタート
アップのパフォーマンスが芳しくない、ス
タートアップによる不祥事が相次ぐなどを契
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機に、エコシステムが形成される前にスター
トアップの立ち上げが冷え込む恐れなしとは
いえない。
東南アジアのスタートアップに対して従

来、存在した過剰ともいえる期待にすでに後
退の兆しがみられる。それを象徴するのが、
東南アジア初のアクセラレータ・プログラム
をシンガポールで提供してきたJFDI.Asiaが、
2016年にプログラムを終了したことである。
その理由の一つとして共同創業者でCEOの
Hugh Mason氏は、東南アジアのスタートアッ
プがエグジットまでに擁する時間が相対的に
長く、バリュエーションも低いため、収益を
確保出来なかった点を指摘している（注30）。
このように、スタートアップのエコシステ

ムが形成されるまでにはもともと10年単位の
時間を要することに加えて、東南アジアは国
ごとに分断され、スタートアップによるス
ケールの追求には時間がかかる。その一方で、
現在のスタートアップの立ち上げブームに早
晩、調整が入る可能性がある。こうしたなか、
東南アジア各国政府は長期的な視点に立った
促進策を講じることで、スタートアップの立
ち上げを下支えしていくことが重要となる。
それによって、調整期にあってもスタート
アップの立ち上げが続き、そのなかから優良
なスタートアップが順調に成長していくこと
が出来よう。
とりわけ、現在、各国政府が進めている啓

蒙活動を一時的なもので終わらせず継続的に

行っていくことは、スタートアップや起業家
への社会の評価を向上させ、スタートアップ
の立ち上げを定着させる役割を果たし得る。
さらに、起業家精神に富む人材の育成や、社
会全体が失敗を許容する文化の醸成など息の
長い取り組みが、スタートアップのエコシス
テムの形成・拡充にとって有効であろう。
シンガポール以外の東南アジア主要国で
は、政策を待たずにスタートアップの立ち上
げがすでに自発的に生じている。そこへ政策
面からの支援が加われば、立ち上げ機運が加
速するとともに、そのなかから成功するとこ
ろが出現する一方でVCなどの周辺機能が発
達し、エコシステムの形成につながると見込
まれる。
それが実現すると、東南アジアには単なる
生産拠点や消費市場にとどまらない、スター
トアップ発のイノベーションが創出される場
としての新たな顔が加わることが期待出来
る。それに伴い、東南アジアにおける日本企
業のかかわり方も変化すると見込まれ
る。日本企業は東南アジアをまずは生産拠点
として活用し、その後、市場として捉え開拓
に取り組んできたが、今後は東南アジアで引
き起こされたイノベーションを日本に持ち
帰ったり、現地で活用したりする機会が新た
に生じることとなろう。

（注21） National University of Singapore Entrepreneurship 
Centre, “Growth Dynamics of High-Tech Start-ups in 
Singapore: A Longitudinal Study,” May 2017

（注22） この調査では、設立後５年以内で、株式の最低50％を
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個人が所有し、有給の従業員が最低１名いる企業が
対象であった。

（注23） ガゼルは足が速いことから、急成長するスタートアップは
「ガゼル」と呼ばれることがある。

（注24） “Wanted: Gazelle startups, not zombies,” The Business 
Times, May 5, 2017 （http://www.businesstimes.com.
sg/technology/wanted-gazelle-startups-not-zombies）

（注25） Pande氏はTembusu ICT Fund-1のマネジング・パート
ナー兼Pepri Venturesの創設者。

（注26） “There is no better startup environment, ecosystem in 
Asia than Singapore: Brijesh Pande, Tembusu,” Deal 
Street  Asia,  January 10,  2017 （https: / /www.
dealstreetasia.com/stories/there-is-no-better-startup-
e n v i r o n m e n t - e c o s y s t e m - i n - a s i a - t h a n -
singapore-62370/）

（注27） National  Venture Capital  Associat ion,  “2017 
Yearbook,” March 2017

（注28） “Startup ecosystems take time,” AVC （blog of Fred 
Wilson）, November 10, 2009 （http://avc.com/2009/11/
startup-ecosystems-take-time/）

（注29） “Techstars’ Brad Feld: A Startup community needs a 
20-year time horizon,”  Wharton School of the 
University of Pennsylvania, Knowledge@Wharton, 
June 5, 2013 （http://knowledge.wharton.upenn.edu/
article/techstars-brad-feld-a-startup-community-needs-
a-20-year-time-horizon/）

（注30） Hugh Mason氏の説明によると、例えばアメリカの著名ア
クセラレータTeckstarsが実施しているプログラムでは、
参加したスタートアップ（筆者注：例えば2017年のボル
ダーでのプログラムには13社が参加）のうち１社はプロ
グラム終了から18カ月後にエグジットを果たすことが期
待出来る。Techstarsはその１社からのキャピタルゲインに
よってプログラム全体の収益を確保している（筆者注：
Techstarsではアクセラレータ・プログラムの実施に当た
り参加スタートアップの株式の６％を取得している）。そ
れに対して、東南アジアのスタートアップの場合、エグジッ
トまでに６～８年を要し、バリュエーションもアメリカの30％
程度にとどまることから、JFDIのアクセラレータ・プログラ
ムは収益を確保出来なかった。（JFDI.Asia, “Passing 
on the baton from JFDI.Asia,” （blog by Hugh Mason）, 
September 14, 2016, http://www.jfdi.asia/blog/
passing-the-baton/）

４．�各国別動向

（1）�シンガポール

（a）�促進策の目的

東南アジアでいち早くスタートアップの促
進策に乗り出したのはシンガポールである。
政府主導のもとで、スタートアップのエコシ
ステム形成に向けて2000年代半ば頃から本格
的に取り組んできた。
シンガポールは、世界銀行の「ビジネスの
しやすさ」ランキング（注31）で世界第２位
（2017年）となるなど、世界的にみてトップ
クラスのビジネス環境を有する。そのうえ、
東南アジアという着実な経済成長を続ける地
域の中心地にあり、また、世界中から高度人
材が集まるコスモポリタンな都市国家であ
る。そうした良好な素地のもとで政府がス
タートアップ促進策に積極的に取り組んでき
たことが、2010年代入り後のデジタル関連ビ
ジネスの盛り上がりと相まって、スタート
アップの立ち上げの急拡大につながった。そ
うしたなか、スタートアップを支える資金提
供者をはじめとする周辺組織が整うなど、ス
タートアップのエコシステムが形成され、現
在では東南アジアにおけるスタートアップの
中心地としての地位が定着しつつあ
る（注32）。
シンガポール政府はスタートアップを、産
業の高度化を達成する一つの主体と位置づけ
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ている。シンガポールは、一人当たり名目
GDPが 世 界 第10位 で あ る（IMF、2016

年）（注33）など、東南アジアはもとより高
所得国のなかでも経済的に豊かな国である。
シンガポール政府は、そのなかでフロントラ
ンナーとして今後も順調に経済発展を続ける
ためにはイノベーションを継続的に創出して
いく必要があると認識し、2000年代半ば頃か
ら知識・イノベーション集約型経済、すなわ
ち “Smart Nation” を目指す方針を打ち出し
ている。そして、それを実現するためにスター
トアップに着目し、促進策を講じるように
なった。促進策の充実ぶりは世界的にみても
顕著であり、世界各国の起業活動を観測する
Global Entrepreneurship Monitorの「政府の支
援プログラム」の項目で調査対象27カ国中、
第１位であった（2014年）（注34）。

（b）�促進策の概要

シンガポール政府によるスタートアップ促
進策は、出資、助成金、融資など金銭的な支
援のほか、VCへの支援を通じた資金調達環
境の整備、インキュベータ施設（Plug-in@

Block 71、その後JTC LaunchPad@one-northへ）
の設立などスタートアップ・コミュニティの
形成、スタートアップ起業家の育成など多岐
にわたる。なかでも、2008年に導入された
Technology Incubation Scheme（TIS）は、VC

による投資資金の流入に大きく寄与したとし
て高い評価を得ている（注35）一方で、その

手厚さから甘い投資判断に基づく案件を増や
したとの批判もある（注36）。

TISは、イスラエルのYOZMAプロジェク
ト（注37）に倣ったものであり、シンガポー
ル国立研究財団（NRF）が提携インキュベー
タと共同でスタートアップに出資するという
内容であった。NRFの１社当たりの出資比率
は最大85％（上限は50万シンガポール・ドル
＜36万米ドル＞）に設定され、YOZMAプロ
ジェクトでの出資上限（40％）に比べて大幅
に高く、その分、手厚い施策であった
（注38）。なお、TISは後述の通り、現在は終
了している。
シンガポール政府は2017年３月に、これま
で複数の省庁で実施していたスタートアップ
促進策をシンガポール規格生産性革新庁
（SPRING Singapore）のもとで “Startup SG”
という傘の下に統合した。“Startup SG” は５
つのプログラムからなる（図表７）。このう
ち “Startup SG Equity” は、政府による民間
投資家と共同出資するプログラムであり、
SPRINGが実施してきた３つの共同出資プロ
グラム（注39）とNRFによる前述のTISおよ
びiJam Tier2の２つの共同出資プログラムが
統合される形で新設された。“Startup SG 

Equity” では、ディープ・テクノロジー（ディー
プ・テック）系スタートアップ（注40）が優
遇されており（図表８）、シンガポール政府
がこの分野に注力していることが確認出
来る。
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一方、シンガポール金融管理局（MAS）
は2017年２月、VCへの規制を簡略化する方
針を示した（公開草案発表）（注41）。従来は
ファンド運用会社と同じ規制が適用されてい
たVC運用会社に対して、重要人物（ディレ
クター）の適格要件や資本規制を緩和する。
それによってVCの柔軟性を高め、スタート

アップの資金調達環境を向上させることを
狙っている。
シンガポール政府は規制面では、スタート
アップに限らず多様な主体がイノベーション
を創出しやすくするための対応策を講じてい
る。その端的な例が「レギュラトリー・サン
ドボックス（規制の砂場）」、すなわち現行法
での規制の影響を直ちに受けることなく革新
的な製品やサービスを実験出来る環境の導入
である。それによって新しいアイデアを現実
の世界で自由に試すことが可能となり、ス
タートアップにとっても活動しやすくなる。
MASは国際金融センターとしてのシンガ
ポールの地位を維持・向上する一環として、
フィンテックにおいてサンドボックスを導入
している。また、シンガポール陸上交通庁
（LTA）は自動運転でサンドボックスを導入
しているが、これは、政府によるディープ・
テック分野への注力を映じたものといえよ
う。
ほかにも、保健科学庁（HAS）が新規のイ
ノベーティブな医療機器に対する優先審査制
度を導入するなど、新製品・サービスの商業
化スピードを速めるために、認可プロセスを
迅速化する取り組みが行われている（注42）。
一方、シンガポール証券取引所は、新興企
業のIPO拡大に向けた取り組みを行ってい
る。取引基準の柔軟化を図っているほか、２．
（1）（d）で触れた通り、デュアル・クラス・シェ
アの採用が検討されている。

（注） ディープ・テック系スタートアップ：独創性、差別性、
専有性のある技術的・科学的進歩に基づいて構築され
た事業を有するスタートアップ。

（資料） SPRING Singaporeウェブサイト（https://www.spring.
gov.sg/Nurturing-Startups/Pages/nurturing-startups-
overview.aspx）

図表８　 シンガポール：“Startup SG Equity” 
の概要

対象分野 ディープ・テック系 テクノロジー系全般
投資上限 S$400万 S$200万

マッチング
出資率

S$50万まで政府７対
民間３、その後、
政府５対民間５

S$25万まで政府７対
民間３、その後、
政府５対民間５

（資料） Ministry of Trade and Industry Singapore, “Establishment 
of 'Startup SG ’ to encompass support schemes for 
startups” （fact sheet）, March 2017

図表７　シンガポール：“Startup SG” の概要

Startup SG Founder
＜起業家向け＞

初めて起業する者に対してメンターシッ
プや金融支援を行うことでスタートアッ
プの立ち上げを促進。

Startup SG Tech
＜ハイテク向け＞

特許技術の迅速な商業化を支援するため
に助成金を提供。

Startup SG Equity
＜出資＞

スタートアップへの投資に対し政府が
マッチング出資することでスタートアッ
プへの投資を促進。

Startup SG 
Accelerator
＜成長加速＞

インキュベータ／アクセラレータ・プロ
グラムへの支援によりスタートアップの
成長を加速。

Startup SG Talent
＜人材誘致＞

研究者やエンジニアの協力のもとイノ
ベーション力を向上し、有望なグローバ
ル高度人材がシンガポールでイノベー
ティブな事業を立ち上げるのにより適し
た環境へ。
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（2）�マレーシア

（a）�促進策の目的

マレーシアがスタートアップの促進策を講
じるのは、「中所得国の罠」を脱し、2020年
までに高所得国の仲間入りを果たすという国
家目標を実現するためである。
ナジブ・ラザク首相は2010年、長期経済政

策である「新経済モデル（New Economic 

Model）」を発表した。「中所得国の罠」に陥っ
た可能性のあるマレーシアがそこから脱する
ためには、従来とは異なる経済政策を推進す
る必要があるとの危機感が背景にある。「新
経済モデル」では、2020年までに一人当たり
国民総所得が15,000～ 20,000米ドルの高所得
国となり、しかもそれを、すべての国民に富
が行き渡る包括性と、将来世代を犠牲にしな

い持続性を確保しながら達成する、という目
標を提示した。それを実現するための８つの
戦略的改革イニシアティブのうち、「１．民
間部門の再活性化」、「３．競争力のある国内
経済の創出」、「６．知識を基盤とした経済イ
ンフラの構築」の３つにおける具体的施策の
なかで「アントレプレナーシップ」という言
葉が繰り返され（図表９）、起業の重要性が
強調されている。
一方、マレーシア政府は2012年にデジタル
経済の推進に向けた国家戦略「デジタル・マ
レーシア」を発表している。「新経済モデル」
を含む政策をより効果的に進めるとともに、
デジタル技術を活用した新たな成長機会を創
出する狙いがある。「デジタル・マレーシア」
が、デジタル関連事業の創業者という新たな
起業家層の創出を誘発するとの期待（注43）

（資料）National Economic Advisory Council, “New Economic Model for Malaysia,” March 2010

図表９　マレーシア：「新経済モデル」におけるスタートアップの位置づけ

＜具体的施策＞

アントレプレナーシップとイノベーション
のためのエコシステムの創出

アントレプレナーシップの構築

アントレプレナーシップのための
エコシステムの創出

＜8つの戦略的改革イニシアティブ＞

１.  民間部門の再活性化

２.  質の高い労働力の育成と外国人労働者への依存の減退

８.  持続的成長の確保

７.  成長分野の強化

６.  知識を基盤とした経済インフラの構築

５.  透明性が高く市場と親和的なブミプトラ優遇政策

４.  公的部門の強化

３.  競争力のある国内経済の創出
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もあり、経済のデジタル化とスタートアップ
の促進という、相互に関連する施策が進めら
れることとなった。

（b）�促進策の概要

マレーシア政府による主なスタートアップ
促進策としては、①スタートアップ支援のた
めのワンストップ・ショップMalaysian 

Global Innovation and Creativity Center

（MaGIC）の設立（2014年）、②スタートアッ
プ向け優遇策MSC Malaysia for Startupsの導入
（2015年）（注44）、③スタートアップの成長
支援のためのコワーキング・スペース
Malaysia Digital Hubの設立（2017年）（注45）、
④デジタル関連の外国人起業家を誘致するた
めのMalaysia Tech Entrepreneur Programの導
入（2017年）（注46）、などが挙げられる。
なかでもMaGICがマレーシアのスタート

アップ促進に顕著な役割を果たしている。
MaGICは、スタートアップ向けに２つのア

クセラレータ・プログラムを実施してい
る（図表10）ほか、スタートアップへの社会
的な理解や支持を高め、また、東南アジア、
さらには世界中の投資家にマレーシアのス
タートアップに対する関心を高めてもらうた
めの活動を行っている。それによってスター
トアップにかかわる各種プレーヤーがクリ
ティカル・マスを超えて集積し、スタートアッ
プのエコシステムが形成され、マレーシアが
「アジアにおけるスタートアップの首都」
（Startup Capital of Asia）（注47）になること
を目指している。
一方、マレーシア政府は2017年を「スター
トアップと中小企業の促進年（Startup and 

SME Promotion Year）」と位置づけ、それに
基づき2017年予算案のなかにスタートアッ
プ、起業家、中小企業の促進策を織り込ん
だ（注48）。このうちスタートアップおよび
起業家の主な促進策は、①中小企業の運転資
金を対象とする信用保証制度「運転資金保証

（資料）MaGIC （Malaysian Global Innovation & Creativity Centre） ウェブサイト（http://mymagic.my/）

図表10　マレーシア：MaGICのアクセラレータ・プログラムの概要

プログラム名 対象 期間 備考
MaGIC Global 
Accelerator Program 
（GAP）
＜アーリーステージ
向け＞

ASEAN市場での成長を目指す世界の
スタートアップ。
創設して３年以内の、ASEAN市場に
フォーカスしたスタートアップが望
ましい。

４カ月間 プログラムを通じてスタートアップ
が投資を受けることができるように
することが目標。

Distro Dojo
＜グロースステージ
向け＞

ASEAN域内のいずれかの国をコア市
場としている世界のスタートアッ
プ。
最低15万米ドルを調達済み。
顧客基盤を確立済み。

４週間 提携先の500 Startupsから５万米ド
ルの投資を受け入れ。うち2.5万米
ドルは訓練費用として支払い。残り
2.5万米ドルはマーケティング費用
に充当可能。
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スキーム（Working Capital Guarantee Scheme、
WCGS）」について、２億リンギット（約4,700

万米ドル）をスタートアップ向けに充当、②
海外からテクノロジー系起業家を誘致するた
めに就労ビザの新たなカテゴリーとして
“Foreign Knowledge Tech Entrepreneurs” を導
入、③デジタル人材養成のための “Digital 

Maker Movement”（注49）、前述のコワーキ
ン グ・ ス ペ ー ス “Malaysia Digital Hub”
（注50）などにかかわるプログラムのために
マレーシア・デジタルエコノミー公社
（Malaysian Digital Economy Corporation、
MDEC）に１億6,200万リンギット（約3,800

万米ドル）を充当、などである。
なお、マレーシアもシンガポールと同様に

フィンテックに力を入れており、その一環と
してレギュラトリー・サンドボックスを導入
している。マレーシア中央銀行は2016年10月、
「フィンテック・レギュラトリー・サンドボッ
クスの枠組み（Financial Technology ＜Fintech＞ 

Regulatory Sandbox Framework）」を発表した。
サンドボックスの活用を通じて、①金融サー
ビスにかかわるアクセス・効率性・安全性・
質の向上、②金融機関のリスク管理の効率性・
効果の向上、③資金調達・投資にかかわる
ギャップの穴埋めや新たな機会の提供、など
につながるイノベーションが創出されること
が期待されている（注51）。
こうした取り組みが奏功して、マレーシア

ではスタートアップの資金調達環境や人材へ

のアクセスに改善がみられる。東南アジアの
中心に位置するという地の利の良さに加え
て、英語が通じること、隣国のシンガポール
に比べて諸コストが低いことなどにも後押し
されて、スタートアップのエコシステム形成
に向けて着実に前進している。

（3）�タイ

（a）�促進策の目的

タイ政府がスタートアップの促進策を講じ
ているのは「中所得国の罠」を脱するためで
ある。もっとも、促進策に本格的に乗り出し
たのは2016年と最近のことであり、それも
あって施策のラインアップはほぼ出揃ってい
るが、多くは実行段階には至っていない。
タイ政府は、自国が「中所得国の罠」に陥っ
た可能性があり、それを脱し高所得国入りを
果たすためには、イノベーションを促進し生
産性を高めるなど、経済の高付加価値化を進
める必要がある、と認識している。そうした
危機感を背景に、タイが目指すべき経済社会
の長期ビジョンとして、2015年に “Thailand 

4.0” が発表された。“Thailand 1.0”（家内工業
中心）、“Thailand 2.0”（軽工業中心）を経て
現在 “Thailand 3.0”（重工業中心）にある
タイが、今後、移行すべき新たな発展段階が
“Thailand 4.0” であり、「イノベーション」「生
産性」「サービス貿易」をテコに持続的な付
加価値を創造出来る経済社会になるという姿
が提示されている（注52）。
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タイ政府は、“Thailand 4.0” の実現に向け
た主要エンジンの一つにスタートアップを据
え、スタートアップの促進に乗り出している。
スタートアップを「新しい経済戦士（New 

Economic Warrior）」と呼び（注53）、次々と
台頭するデジタル技術によってパラダイム・
シフトが生じた経済環境という「戦場」の最
前線でスタートアップが活躍することを目指
す。それにけん引されてタイの産業全体もデ
ジタル変革を遂げ、高付加価値化が進むこと
が期待されている。なお、タイ政府はスター
トアップを「事業の持続性のためにイノベー
ションやテクノロジーを採用する中小企業」
と定義している（注54）。
タイ政府の目標は、タイを「ASEANのス

タートアップ・ハブ」にすることである。プ
ラユット首相は2016年４月に開催された政府
主催のスタートアップ・イベント（後述）で、
「我々はほかの国との連携を強化し、ASEAN

におけるスタートアップ発展の中心地になる
つもりだ」と発言している（注55）。一方、
科学技術省傘下の国家イノベーション機構
（NIA）のプンアー・チャイラッタ（Pun-Arj 

Chairatana）長官は、2017年５月に開催され
た民間のスタートアップ・イベント（Echelon 

Thailand 2017）で、現在、タイ国内にはVC

から投資を受けているスタートアップの数が
約1,000社あり、合計２億米ドル（約70億バー
ツ）の投資資金を受け入れているが、2018年
にはその数を2,000社近くまで増やす意向を

示した。また、タイがスタートアップ投資家
にとって魅力的な投資先となり、2020年まで
に300億バーツ（約8.8億米ドル）の投資資金
を呼び寄せることを目標としていると発言し
た（注56）。

（b）�促進策の概要

このような野心的な目標の実現に向けて、
タイ政府は①人材、②事業成長、③投資、④
エコシステム、の４つの面からスタートアッ
プの促進を図ろうとしている（注57）（図表11）。
①の人材面では、スタートアップを立ち上げ
る人材を国内で育成したり海外から誘致した
りする。②の事業成長の面では、スタートアッ
プの成長を促進するための法制度の見直しや
税制優遇を行う。③の投資面では、スタート
アップに投資するVCに対する優遇措置を講
じるなど、スタートアップの資金調達の円滑
化を図る。④のエコシステムの面では、全国
にスタートアップのエコシステムが形成され
るための支援を行う。
スタートアップの促進には複数の省庁・公
的機関がかかわっている。また、スタートアッ
プ・エコシステムの形成に向けて、スタート
アップを巡る課題を抽出しその解決策を探る
組織として、National Startup Committee（NSC）
が設立された（2016年）。財務次官を議長に、
関係省庁に加えてタイ証券取引所、タイ工業
連盟、タイ商工会議所、タイ投資委員会など
の官民組織の代表者からなり（注58）、４つ
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のワーキング・グループがスタートアップの
促進に向けた具体的な課題に取り組んでい
る（図表12）。
タイ政府が打ち出した主なスタートアップ

促進策は以下の５つである。
第１に、スタートアップを支援するための

200億バーツ規模（約5.9億米ドル）のファン
ドの設立である（2016年４月発表）（注59）。
前述の通り、金額の大きさから発表時に大き
く注目された。資金はデジタル経済社会省お
よび財務省に配分され、それぞれがファンド
を設立する。ファンドを通じた支援を通じて、
スタートアップがイノベーションを加速した
り他のASEAN諸国に進出したりするのを支
援することが期待されている（注60）。
第２に、税制優遇である。“Thailand 4.0”
で打ち出された10のターゲット産業（注61）
に従事するスタートアップに投資するVCに
対して、配当所得およびキャピタルゲインに
かかる税金を10年間免除する。

第３に、スタートアップ・イベントの開催
である。2016年４月、初の政府主催のスター
トアップ・イベント “Startup Thailand” がバ
ンコクで開催され、同年中にほかの３都市で

（資料） “Startup and the Changing World,” （presentation by Chinawut Chinaprayoon, Director of New Venture and 
Entrepreneurship Division, National Science Technology and Innovation Policy Office, ASEAN STI Forum） 
September 21, 2016 

図表11　タイ：政府の主なスタートアップ促進策

人材 事業成長 投資 エコシステム
・ 外国人高度人材を誘致
専用ビザ新設

・ 全国でスタートアップ
への理解とアントレプ
レナーシップを促進

・ スタートアップの成長
促進のために会社法を
見直す

・ スタートアップに対し
当初５年間、法人税を
免除

・ 技術評価制度、信用保
証制度を導入

・ ベンチャーキャピタル
に対し法人税、キャピ
タルゲイン税を免除

・ クラウドファンディン
グのプラットフォーム
を通じスタートアップ
の資金調達を促進

・ スタートアップ投資に
対するマッチング出資
を行うファンドを設立

・ ASEANのオープンイノ
ベーション育成のため
のセンターを設立

・ 全国でスタートアップ
地区、民間アクセラ
レータを設立

（資料） “Startup and the Changing World,” （presentation by 
Chinawut Chinaprayoon, Director of New Venture and 
Entrepreneurship Division, National Science Technology 
and Innovation Policy Office, ASEAN STI Forum） 
September 21, 2016 

図表12　 タイ：National Startup Committee 
の組織図
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も開催された（注62）。バンコクおよびプー
ケットでのイベントではプラユット首相が基
調講演を行っている。タイ政府がイベントを
主催した目的は、タイ国内でのスタートアッ
プへの認知度を高めるとともに、スタート
アップの立ち上げ機運を高めること、そして
海外に対してもタイがスタートアップの促進
に力を入れているのをアピールすること、な
どである（注63）。なお、“Startup Thailand”
のイベントは2017年にも各都市で順次、開催
されている。
第４に、「スタートアップ地区（Startup 

District）」の設立である。スタートアップ地
区がスタートアップと投資家のネットワーキ
ングや、スタートアップ同士が知識や経験を
共有し合う場となることを目指す。まずはバ
ンコクに４つ、チェンマイ、コーンケン、チョ
ンブリ、プーケットにそれぞれ１つずつ、計
８つの設立が計画されている。これらが成功
すればスタートアップ地区の設立を全国に広
げ、各地にスタートアップのエコシステムが
形成されることをタイ政府は目論んでいる。
第５に、新興企業向け株式市場の創設であ

る。前述の通り、タイに限らず東南アジアで
は新興企業向け株式市場が未発達であり、ス
タートアップのエグジットの機会が限られる
ことが、VCによる投資の抑制要因となって
いる。そこで、タイにVCを引き寄せるために、
2017年第３四半期を目途にタイ証券取引所内
に専用の市場を創設することが計画されてい

る。通常の取引市場ではなく、ブロックチェー
ンをベースにしたマーケットプレイスが計画
されている（注64）。上場のための厳格な審
査がなく、投資家は自己責任で取引すること
になり、そのため取引参加者は機関投資家や
富裕層個人などのプロ投資家に限定される見
込みである。
なお、タイでもフィンテックを推進するた
めに、タイ中央銀行が2017年にレギュラト
リー・サンドボックスを導入し、証券取引委
員会（SEC）も導入に動いている。

（4）�インドネシア

（a）�促進策の目的

インドネシア政府は、スタートアップが引
き起こすデジタル・イノベーションによって
社会的課題の解消を図るために、スタート
アップの促進策を講じている。タイと同様に
促進策に本格的に乗り出したのは2016年であ
るが、促進策の大枠は示されたものの具体策
はいまだ出揃っていない。その一方で、イン
ドネシアでは数多くのスタートアップが立ち
上がっている（注65）。2.5億人の人口を抱え
巨大市場を形成するポテンシャルの高さが、
スタートアップの自律的な立ち上げをけん引
しているといえる。
インドネシア政府は現在、経済・社会のデ
ジタル化を推進している。世界の潮流に乗り
遅れたくないという理由のほか、デジタル技
術関連産業が今後長期にわたり同国の経済を
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けん引し得ること、また、同国が抱える様々
な課題を最新のデジタル技術で解決可能なこ
と、などの認識による。とりわけ最後の、課
題解決へ向けたデジタル化に対する期待が大
きい。同国は経済発展の陰で交通や電力など
の諸インフラ、所得配分、金融、公衆衛生、
教育など多岐にわたる分野で課題を抱え、そ
れらが重しとなって今後のさらなる発展を阻
害しかねないことが懸念されている。例えば、
首都ジャカルタでの深刻な交通渋滞による経
済損失は年間65兆ルピア（49億米ドル）に上
るとの政府の試算がある（注66）。また、銀
行口座保有率やクレジットカード・デビット
カード保有率が低いなど、個人が金融に十分
アクセス出来ていない（図表13）。

デジタル化の中核と位置づけられている電
子商取引（ｅコマース）の推進も、課題解決
の観点が強い。ジョコ・ウィドド大統領が、
「ｅコマースは中小企業を強化出来なければ
ならない」と発言している（注67）ように、
経済発展から取り残された伝統的な中小企業
がｅコマースを活用することで、新規顧客の
獲得や経営の合理化を実現し、近代的な企業
へ一足飛びに脱皮するとの期待がある。
折しもインドネシアではインターネットと
スマートフォンが急速に普及しつつあり、そ
の流れを助長することで、東南アジアで最大
の人口を抱える利点と相まって、同国が巨大
なデジタル経済圏を形成出来るとしている。
ジョコ・ウィドド大統領が2016年２月にシリ

（注）15歳以上人口に占める比率。
（資料）World Bank, Global Financial Inclusion database

図表13　東南アジア主要国の家計と金融
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コンバレーを訪問した際にも、インドネシア
が2020年までに「アジアにおけるデジタルの
活力（The Digital Energy of Asia）」になるこ
とを目指すと繰り返し発言している。
デジタル化の重要な推進主体として政府が

着目しているのがスタートアップであり、そ
の促進に乗り出している。2020年までに合計
100億米ドル規模のテクノロジー関連スター
トアップ1,000社が設立されることが目標に
掲げられた。そのなかには営利企業だけでな
く社会的企業も含まれるのは、彼等に社会的
課題の解決を担ってもらいたいとの意図があ
ると推測される。スタートアップが目標通り
に設立されると、インドネシアのGDPが最大
１％押し上げられ、約500万人の新規雇用が
生まれると政府は予想している（注68）。

（b）�促進策の概要

これを実現するための第一歩として、
「1,000社のスタートアップ実現に向けた国家運
動（National Movement of 1,000 Digital Startups）」
が打ち出された（2016年６月）。スタートアッ
プのエコシステム形成に向けた基盤づくりで
あり、情報通信省と民間のスタートアップ・
インキュベータのKibarが連携して実施す
る（注69）。全国の10の都市（注70）に、コワー
キング・スペース、インキュベータ施設、コ
ミュニティ・センターからなるハブが設立さ
れ、そこでワークショップ、ハッカソン、ブー
トキャンプ（短期集中講座）、インキュベータ・

プログラムなどが順次、実施されている。そ
うした活動を通じてインドネシア国内でス
タートアップへの認知が広がるとともに、若
年層の間でスタートアップを立ち上げる機運
が高まることが期待されている。
政府が2016年11月に公表した「ｅコマース・
ロードマップ（e-Commerce Roadmap）暫定
版）」のなかでも、スタートアップに関連す
る施策が織り込まれている。同ロードマップ
は、ｅコマースの国内市場規模が2015年時点
の200億米ドルから2020年に1,300億米ドルに
拡大することを目標に、ｅコマースの推進に
かかわる規制や施策の策定・実行計画を定め
たものである。そのなかで、スタートアップ・
インキュベータ向けの補助金や、スタート
アップに投資する投資家への税制優遇措置な
どが打ち出された（注71）（図表14）。なお、
スタートアップ向け施策を含め詳細な中身を
詰めたロードマップの最終版は2018年に公表
予定である。
スタートアップの資金調達環境の改善に向
けた取り組みも行われている。インドネシア
証券取引所は、新興企業向けの株式市場
“Technology Board”（仮称）の創設を検討し
ている（注72）。スタートアップにIPOとい
うエグジットを用意することでVCの投資資
金を引き寄せるためである。インドネシア証
券取引所はまた、アーリーステージのスター
トアップ向けにインキュベータ・プログラム
の提供を開始し、６カ月間にわたり事業化に
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関連する各種の教育訓練、VCや上場企業の
紹介などを行うほか、IPOを目指すための
コースも用意している。一方、「ｅコマース・
ロードマップ」で掲げられた「クラウドファ

ンディングの促進」についても実現に向けて
動き始めている。協同組合・中小企業省は
2016年11月、インドネシア大学と共同でス
タートアップを対象とするクラウドファン

（注）網掛けはスタートアップに直接関連する項目。
（資料）“8 aspects of e-commerce roadmap regulations,” Majalah ict, No.50, IV Year, December 2016 ほか

図表14　インドネシア：「ｅコマース・ロードマップ」（暫定版）の概要

①資金調達
・ｅコマース・プラットフォームやアプリの開発者への庶民事業融資（KUR）の適用
・スタートアップ･インキュベータ向け補助金
・ USO（通信事業者に課すユニバーサルサービス提供義務）ファンドを活用した、デジタル関連中小
企業およびｅコマース関連スタートアップに対する資金支援
・エンジェル・キャピタルの促進
・シード・キャピタルの促進
・クラウドファンディングの促進
・外資の投資を制限するネガティブリスト（DNI）からの電子商取引の除外

②税制
・スタートアップ投資家に対する税制優遇
・ 年48億ルピア以下の利益を有するｅコマース関連スタートアップに対する納税・認可手続きの簡略
化
・デジタル関連スタートアップ投資家に対する税制優遇

③消費者保護
・電子取引に対する政府規制
・消費者の電子取引に関する各種規制の調和
・全国規模の決済ゲートウェイの開発

④教育
・ｅコマースへの国民の理解を深めるキャンペーン
・全国規模のインキュベータ･プログラム
・ｅコマースの授業
・消費者、事業者、法執行機関向けｅコマース教育

⑤ロジスティクス
・ｅコマース事業者による全国物流システム（SISLOGNAS）の利用
・地域の宅配会社の強化
・村から都市への物流ルート開発

⑥通信インフラ
・ブロードバンド･ネットワークの建設

⑦サイバー・セキュリティ
・ｅコマース取引に関する監視・モニタリング制度
・サイバー犯罪に対する国民への啓蒙
・消費者データの収集の標準化

⑧執行管理組織の組成
・ｅコマース・ロードマップ実行のモニタリング、評価
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ディング・プラットフォームを設立すること
を発表した（注73）。2017年中の始動が計画
されており、資金を必要とするスタートアッ
プと、投資先を探している投資家を結びつけ
る場としての役割が期待されている。

（5）�フィリピン

（a）�促進策の目的

フィリピンでは、スタートアップは経済成
長の促進に加えて社会的課題の解消という観
点から注目され、促進策が採られている。もっ
とも、一部の取り組みは始まっているものの、
スタートアップ関連法案が未成立であるな
ど、スタートアップ促進策は本格的な実行段
階にはいまだ至っていないと判断される。
フィリピンでもインドネシアと同様に、諸

インフラ、健康・衛生、金融、教育など様々
な面で課題が山積する。例えば、銀行口座の
保有率やクレジットカード・デビットカード
の保有率が低いなど個人が金融に十分アクセ
ス出来ていない（前掲図表13）。フィリピン
はそれらに加えて、貧富の差や貧困率におい
て東南アジアのなかでも深刻な問題を抱えて
いる。政府は、スタートアップがそうした喫
緊の社会的課題に対するソリューションを見
つけ出すことを期待している。

（b）�促進策の概要

フィリピン政府によるスタートアップ・エ
コシステム形成に向けた大枠は、2015年８月

に科学技術省（情報通信技術局、DOST-

ICTO）が公表した「フィリピンのデジタル・
スタートアップのためのロードマップ
（Philippine Roadmap for Digital Startups）」 に
示されている。同ロードマップは、起業家、
スタートアップ創業者、VC、インキュベー
タ／アクセラレータなどから成る円卓会議で
の議論を踏まえて取りまとめられた。同国の
スタートアップ環境の全体像を整理し、
SWOT分析を行ったうえで（図表15）、官民
が取り組むべき10の課題が提示され
た（図表16）。そして、具体的な目標として、
スタートアップ（注74）の数が2015年の100

社から2020年に500社に増え、それらの市場

（注） OFW（Overseas Filipino Workers）は、海外で就労するフィ
リピン人。

（資料） Information and Communications Technology Office, 
Department of Science and Technology, “Philippine 
Roadmap for Digital Startups: 2015 and Beyond,” （final 
draft） August 2015

図表15　 フィリピン：政府による 
スタートアップ環境のSWOT分析

＜S（強み）＞ ＜W（弱み）＞
○  高い英語力
○ 若い人口
○ 観光産業の強さ
○ BPO産業の強さ
○ 良好なビジネス環境

○ 政治腐敗、司法制度の未整
備

○ 不安定な自然環境
○ 高い貧困率
○ 交通渋滞
○ インターネット環境の弱さ

＜O（機会）＞ ＜T（脅威）＞
○ 特定スキル習得に向けた取
り組み

○ 長期投資の機会
○ ASEANの経済統合の取り
組み

○ インフラの弱さ
○ クレジットカード普及率の
低さ

○ 帰国OFWに対する起業プ
ログラム

○ 海外市場変動の経済成長へ
の影響

○ 不安定な政治環境
○ ASEAN経済統合による競
争激化

○ 頭脳流出
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評価額が合計20億米ドルに達する、などの数
値が示された（図表17）。
同ロードマップ第３章「実行計画」では、

社会的課題を解決するというスタートアップ
の役割が明示されている。すなわち、スター
トアップがデジタル技術を用いたイノベー
ションによって、①手が届くヘルスケアや質
の高い教育を通じた社会的不平等の解消、②
融資や安価な送金といった基本的な金融商品
へのアクセスを通じた金融包摂、③過疎地で
も商取引が可能となるなど地理的格差の解
消、④安全対策や自然災害時の情報伝達など
犯罪や気候変動にかかわる損害の減退、の課
題解決に取り組むことに期待を寄せてい
る（注75）。
同ロードマップの公表と前後して、スター

トアップの促進のための法案が複数、議会に

提出されている。代表例が “Innovative 

Startup Act”（S.B. No. 175、2016年６月提
出）（注76）である。そこには、①スタートアッ
プに対して設立後５年間の所得税の免除とそ
の他各種優遇措置の導入、②スタートアップ
支援のための10億ペソ（約2,000万米ドル）
のファンド（Innovation Startup Venture Fund）
の設立、③フィリピンでスタートアップを立
ち上げる外国人起業家等やその従業員、ス
タートアップに投資する外国人投資家に対す
るビザの新設、などが盛り込まれている。こ
の法案を提出したバム・アキノ上院議員は、
2017年半ばまでに成立させたいと述べてい
る（注77）。
一方、貿易産業省と科学技術省は民間イン
キュベータ／アクセラレータのIdeaSpace 

Foundationと共同で2015年以降、スタート

（資料） Information and Communications Technology Office, 
Department of Science and Technology, “Philippine 
Roadmap for Digital Startups: 2015 and Beyond,” （final 
draft） August 2015

（注） ここでのスタートアップの定義は以下の通り。 
・設立して５年未満。 
・国内外の規制監督当局に登録済み。 
・役職員の過半数がフィリピン国内に在住し業務。 
・創業者のうち最低１名がフルタイムで勤務。

（資料） Information and Communications Technology Office, 
Department of Science and Technology, “Philippine 
Roadmap for Digital Startups: 2015 and Beyond,” （final 
draft） August 2015

図表16　 フィリピン：スタートアップ・ 
エコシステム形成に向けた課題

図表17　 フィリピン：スタートアップに 
関する政府目標

１ 知的財産権の保護
２ インターネット環境の改善
３ サイエンス・パーク、イノベーション・ハブの設立

４ スタートアップ促進のための法整備、政府関係者の
スタートアップへの理解向上

５ スタートアップ促進に向けた草の根の取り組み
６ スタートアップの資金調達環境の改善
７ ロードマップ作成円卓会議の常設化
８ イノベーションに関する研究強化
９ 教育全般の強化
10 産官学の連携

2015年 2020年
スタートアップ数 100社 500社
資金調達額合計 4,000万米ドル ２億米ドル
市場評価額合計 ― 20億米ドル
創出される高スキル雇用 1,700人 8,500人
創業者数 250人 1,250人
サービス利用者数 ― 1,500万人
世界中の有料顧客数 ― 70万人
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アップ・イベント “Slingshot” を主催してい
る（注78）。スタートアップ起業家、投資家、
政府関係者などが一堂に会し、ネットワーキ
ングを行うことに加えて、スタートアップの
エコシステム形成に向けた取り組みの現状や
今後の課題などについて議論している。
貿易産業省はIdeaSpace Foundationと共同
で、 科 学 技 術 省 お よ びJP Morgan Chase 

Foundationからの支援も得ながら、スタート
アップのための場としてQBO Innovation Hub

（以下、QBO）をマニラ首都圏のマカティに
設立した（2016年８月）（注79）。スタートアッ
プ向けにコワーキング・スペースを提供して
いるほか、ネットワーキング・イベント、ワー
クショップ、ピッチ・コンテストなどを開催
している。QBOが起業家、投資家、アカデ
ミアなどが集まるスタートアップ・コミュニ
ティとなって、フィリピンにおけるスタート
アップの促進とエコシステムの形成に貢献す
ることが期待されている。
なお、QBOでは、フィリピン証券取引所

と一緒に新興企業の上場促進に向けた勉強会
が開催されている。スタートアップの国内で
のIPOを可能とするためであり、既存の中小
企業ボード（注80）を活用するか、もしくは
スタートアップのための専用の株式市場を新
設するか、などが検討されている（注81）。

（6）�ベトナム

（a）�促進策の目的

ベトナム政府は、「スタートアップ国家
（Startup Nation）」になることを目指し、スター
トアップ促進策を講じている。その主な狙い
は、民間企業の強化である。ベトナムもイン
ドネシアやフィリピンと同様に多岐にわたる
社会的課題を抱えているものの、スタート
アップ促進策を発表した文書や政府要人の発
言からは、スタートアップを社会的課題の解
決よりも民間企業の強化に活用したいとの意
図の方が強く感じ取れる。ベトナム政府は
2013年に「ベトナム・シリコンバレー」プロ
ジェクトを立ち上げるなど、比較的早い時期
から取り組み始めているものの、本格的な取
り組みはこれからである。
ベトナムでは1980年代後半以降、社会主義
経済から市場経済への移行に取り組んでき
た。しかし、そのペースが緩やかなこともあ
り、国有企業は依然として大きな影響力を有
している。企業全体（40.2万社）に占める国
有企業（3,000社）の割合は0.8％にすぎない
にもかかわらず、GDPに占める国有部門の割
合は28.8％に上る（2014年）（注82）。ベトナ
ムは2010年に低所得国から低位中所得国
（Lower-Middle-Income Economies）へ移行し
た。今後も順調に経済発展を続け、2020年ま
でに近代的な工業国になるという国家目
標（注83）を達成するためには、概して脆弱
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な民間企業部門を強化することが不可欠であ
る。そこで、ベトナム政府は国有企業改革と
併せて、民間企業の中核をなす中小企業の強
化を図ろうとしてきた。
ベトナム政府が中小企業を強化する一環と

してスタートアップに着目しだしたのはここ
数年のことである。東南アジアで近年、デジ
タル化が急速に進み、それに関連するスター
トアップが相次いで登場していること、また、
東南アジア各国政府がスタートアップ促進策
に乗り出していること、にベトナム政府も触
発されたと推測される。2011年に国会で採択
された「2011～ 2020年社会経済発展計画」
ではスタートアップやアントレプレナーシッ
プには触れられていなかったが、2016年に採
択された「2016～ 2020年社会経済発展計画」
のなかでは「アントレプレナーシップ」とい
う言葉が登場する。具体的には、「成長モデ
ルのイノベーションに向けて経済構造改革の
促進を続けること、経済の生産性・効率性・
競争力を向上すること」という方針の下に挙
げられた施策の１つとして、「アントレプレ
ナーシップ精神を促進するとともに支援政策
を展開する」との記載がなされてい
る（注84）。
こうした政策や政府高官の発言から、ベト

ナム政府はスタートアップの促進策を講じる
ことで、イノベーティブな民間企業を増やし
たいとの意図が推測される。ベトナム政府は
企業の数を現行の40万社から大幅に増やし、

2020年までに100万社にする目標を打ち出し
ている（注85）。もっとも、単に企業の数を
増やすだけでなく、それぞれの企業が高い収
益性を確保しなければ、強力な民間企業部門
は構築出来ない。そこで、スタートアップ、
なかでもテクノロジー系をはじめ独自の技術
を有するスタートアップの輩出を後押しする
ことで、それらが順調に成長し、民間企業部
門をけん引することを目論んでいるとみら
れる。

（b）�促進策の概要

ベトナム政府は科学技術省の主導のもと、
2013年に「ベトナム・シリコンバレー（VSV）」
プロジェクトを立ち上げた。同プロジェクト
では、ベトナムにアメリカのシリコンバレー
のようなテクノロジー系のアントレプレナー
シップとスタートアップのエコシステムが形
成されることを目標に（注86）、様々な取り
組みが行われている。スタートアップ向けに
は、４週間のメンターシップ・プログラム
（“Startup 101”）、４カ月のアクセラレータ・
プログラム（“Accelerator Bootcamp”）、コワー
キング・スペース（“VSV Corner”）、などが
提供されている。一方、投資家やアクセラレー
タ・インキュベータ、政策当局者などの底上
げを狙って、スタートアップ支援のための知
識・スキルを身に付けるプログラム（“VSV 

Investor Bootcamp”）などが提供されてい
る（図表18）。プログラムの対象者に政策当
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局者が含まれている点は、ベトナムが社会主
義国家であり政府の役割が大きいこと、その
なかにあって政策当局者の意識変化と教育の
必要性が認識されていること、を映じたもの
といえよう。

2016年には、「2025年までの国のスタート
アップ・エコシステムに対する支援政策」
（Project 844）の首相決定（注87）がなされた。
主な内容は、①スタートアップのエコシステ
ムを支援するための法整備、②スタートアッ
プ・エコシステムのポータルサイトの立ち上
げ、③800のスタートアップ・プロジェクト
と200のスタートアップに対する約１兆ドン
（約4,400万米ドル）の資金支援、などであ
る（注88）（図表19）。それによって、2025年
までに2,000のスタートアップ・プロジェク
トと600のスタートアップが出現し、そのう
ち100のスタートアップがVCから合計２兆ド

ン（約9,000万米ドル）の投資資金を受け入
れる、という将来像が提示されている。
ベトナム政府はこうした促進策を通じて、
同国がスタートアップを多数輩出する「ス
タートアップ国家」となることを目指してい
る。「スタートアップ国家」と題するテレビ
番組もベトナム国営放送VTVで放映されて
いる（2017年４月開始）（注89）。同番組では、
成功したスタートアップを取り上げたり、創
業者をスタジオに招いたりしており、番組を
通じてスタートアップへの国民の理解と支持
を高めることや、スタートアップの立ち上げ
希望者が増えることが期待されている。

（注31） World Bank, “Doing Business 2017,” October 25, 2016 
（注32） シンガポールにはほかの東南アジア域内のみならず、

域外からも起業家が集うようになっている。例えば、在
庫管理SaaSで急成長したTradeGeckoはもともとニュー
ジーランドのスタートアップであったが、３名の創業者は
ニュージーランドのスタートアップ環境の悪さを嫌気し、
将来性の高いシンガポールに移住した。（“TradeGecko 
‘doing millions in revenue’ as ex-Kiwi startup builds 

（資料）Vietnam Silicon Valley ウェブサイト（http://www.siliconvalley.com.vn/）

図表18　「ベトナム・シリコンバレー・プロジェクト」の概要

Startup 101
スタートアップを対象とする４週間のメンターシップ･プログラム。
アーリーステージのスタートアップを想定。

Accelerator Bootcamp
スタートアッフを対象とする４カ月間のアクセラレータ･プログラム。
商品をすでに市場に投入済み／投入間近のテクノロジー系スタートアップを対象。

VSV Investor Bootcamp
政策当局者、投資家・メンター、インキュベータのマネジャー等を対象。
スタートアップへの支援・投資、アクセラレータ･プログラム等の導入に当たっ
ての知識、スキル、ネットワークを提供。

VSV Investors Club
投資家を対象。
スタートアップへの投資を行いやすくするために、スタートアップに関する情報
やスタートアップとの交流の機会を提供。

Angel Camp

投資家（スタートアップへの投資について学びたい、スタートアップと交流した
い等）、スタートアップ（投資家を探索中）、政策当局者（スタートアップへの理
解を深めたい）を対象。
約１カ月間のプログラム。

VSV Corner ハノイにあるスタートアップ向けコサーキング･スペース。
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customers from Singapore,” National Business Review, 
July 27,  2016, https:/ /www.nbr.co.nz/art icle/
tradegecko-doing-millions-revenue-ex-kiwi-startup-
builds-customers-singapore-b-192142）

（注33） International Monetary Fund, World Economic 
Outlook Database, October 2016。IMFによる2016年予
測値をもとにした米ドル・ベースでの順位。ちなみに、
日本は25位。

（注34） Chernyshenko, O.S., Uy, M.A., Jing, W., Ho, M, H.R., 
Lee, S.P., Chan, K,Y., & Yu, K.Y.T. （2015） “Global 
Entrepreneurship Monitor 2014 Singapore Report,” 
Singapore: Nanyang Technological University 

（注35） シンガポール国立大学コンピューティング学部のFrancis 
Yeoh教授は、シンガポール政府による複数のスタートアッ
プ促進策のなかでTISが最も明示的な効果があったと
している。（Francis Yeoh, “Singapore’s startup ecosystem: 
Have we arrived?” Channel News Asia, May 6, 2016 、

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/
s i n g a p o r e - s - s t a r t u p - e c o s y s t e m - h a v e - w e -
arrived-8013936）

（注36） ３．（１）を参照。
（注37） YOZMAプロジェクトは、イスラエル国内にVC市場を構

築することを目的に1993～ 1998年に実施された施策で
あり、イスラエル政府による各種スタートアップ促進策の
なかで最も効果が大きかったといわれている。１億米ド
ルの政府資金を投じて投資会社YOZMAが設立され、
YOZMAは海外の有力な投資家と共同でVC向けの
ファンドを設立した。ファンドでのYOZMAの出資は40％
（800万米ドル）を上限とし、共同投資家は出資後５年
以内にYOZMAの出資持分を取得可能であった。それ
によって共同投資家は投資リスクを大幅に軽減させる
一方でリターンを増大させることが可能となった。これが
呼び水となって、イスラエル国内でVC投資が活発化し、
スタートアップの資金調達環境が向上してスタートアップ

（資料） Prime Minister Decision No. 844/QD-TTg “Assistance Policies on National Innovative Startup Ecosystem 
by 2025” （May 18, 2016） 。 
 英訳版はHethongphapluatVietNamウェブサイトを参照 
 （http://hethongphapluatvietnam.com/decision-no-844-qd-ttg-dated-may-18th-2016-approval-for-assistance-
policies-on-national-innovative-startup-ecosystem-to-2025.html）

図表19　 ベトナム：「2025年までの国のスタートアップ・エコシステムに対する 
支援政策」（Project 844）の概要

目的
・ 独自の資産、技術、事業を有効活用しながら急成長する潜在力のある企業が発展するのに有利な環境
を構築。

・ スタートアップのエコシステムを支援する法制を迅速に完成。
・ 800のスタートアップ･プロジェクトおよび200のスタートアップ（ベンチャー･キャピタルからの投資
を受けた50社を含む）に対して約１兆ドンを資金拠出。

・ 2025年までに以下を支援。
・2,000のスタートアップ・プロジェクト
・600のスタートアップ
・ベンチャーキャピタルから合計約２兆ドンの投資を受けた100のスタートアップ

主な施策
・ スタートアップのためのポータルサイトを設立。
・政策・規制、資金調達、内外のスタートアップ･イベント等に関する情報提供。

・ スタートアップの活動が活発化する潜在力のある省でスタートアップ支援センターを設立。
・コワーキング･スペースの費用を一部負担、ITインフラ整備費用を負担等。

・ テクノロジー系スタートアップ･イベント “TECHFEST” の年次開催のために資金を拠出。
・ スタートアップの能力向上のための訓練を促進。
・ スタートアップの活動のための施設、ITインフラに投資。
・ スタートアッフに関する新たな法制、法改正などを提案。
・ベンチャーキャピタル・投資家の設立・運営に関する登録手続き
・スタートアップに対する国の出資を支援する政策
・規制当局によるスタートアップ支援策
・スタートアップおよび投資家のための税制・ファイナンス措置
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の立ち上げと成長を大きく後押しした。YOZMAプロジェ
クトの成功を受けて、シンガポールのみならずほかの多く
の国でもこれに倣った施策が導入された。

（注38） 共同出資するインキュベータには、スタートアップに対し
て助言などを行うことが義務付けられる一方で、出資後
３年以内にNRFの出資持分を一定条件で取得すること
が可能であった。

（注39） Business Angel Program、SPRING Startup Enterprise 
Development Scheme （SPRING SEEDS）、Sector 
Specific Accelerator （SSA） Programの３つ。

（注40） ディープ・テクノロジー（ディープ・テック）とは、新産業
創出の根幹となるコア技術のことで、人工知能（AI）、
深層学習、自動運転、拡張現実（AR）、バーチャル・
リアリティー（VR）など。なお、SPRINGはディープ・テッ
ク系スタートアップを「独創性、差別性、専有性のある
技術的・科学的進歩に基づいて構築された事業を有
するスタートアップ」と定義している（SPRINGウェブサイ
ト、https://www.spring.gov.sg/Nurturing-Startups/
Pages/nurturing-startups-overview.aspx）。

（注41） Monetary Authority of Singapore, “Faster approvals 
and lower requirements for venture capital managers,” 
（media release） February 15, 2017

（注42） Singapore Ministry of Finance, “Budget 2017,” 
February 20, 2017

（注43） MSC Malaysia, “Digital Malaysia to advance Digital 
Economy with Three Strategic Thrusts,” （press 
release） July 5, 2012

（注44） ICT関連業種のうち一定の要件をクリアした内外企業
はMSCステータス（MSC Malaysia Status）が付与され、
法人税が最長10年間にわたり100％免除、100％外資
保有が可能、外国人高度人材への就労ビザが無制
限に発給、マルチメディア関連機器の輸入関税免除、
などの優遇措置を受けることが出来る。

（注45） マレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）が、３つ
のコワーキング・スペース提供組織（APW、The Co.、
Common Ground）と共同で設立した。スタートアップに
対しコワーキング・スペースのほか、資金支援、メンター
シップ、VCとの交流機会などを提供する。

（注46） MDECが導入した。ビジネス・アイデアを持ち起業を希
望するイノベーティブな外国人向けに１年間の
Professional Pass、マレーシア進出を希望する実績のあ
る起業家向けに５年間のEstablished Entrepreneur Pass
を付与することで、外国人起業家を誘致する。

（注47） MaGICウェブ サイト（http://mymagic.my/en/about/
mandate/）。

（注48） ナジブ・ラザク首相の議会での予算案発表演説（Office 
of the Prime Minister, Putrajaya, Malaysia, “Budget 
2017,” October 21, 2016, http://www.pmo.gov.my/
home.php?menu=speech&page=1676&news_
id=804&speech_cat=2）

（注49） 2016年８月にスタートしたプログラムで、デジタル技術を
活用出来る人材を養成するための産官学の取り組み
であり、若年層にコーディング、アプリケーションの開発、

３Dプリンティング、ロボティクス、埋め込みプログラミング、
データ・アナリティクスなどのスキルを身に付けてもらう。
（#mydigitalmakerウェブサイト、http://mydigitalmaker.
com/）

（注50） Office of the Prime Minister, Putrajaya, Malaysia, 
“Global Transformation Forum 2017,” March 22, 2017 
（h t tp : / /www.pmo.gov .my/home .php?menu= 

speech&page=1676&news_id=820&speech_cat=2）
（注51） Bank Negara Malaysia, “Financial Technology 

Regulatory Sandbox Framework,” （press release） 
October 18, 2016 

（注52） 大泉啓一郎「『タイランド4.0』に向けた政策が具体化」
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